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小牧市教育大綱・小牧市教育振興基本計画 

（１）  「小牧市教育大綱」「小牧市教育振興基本計画」の基本事項 

① 策定の趣旨・期間 

  「小牧市教育大綱」は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、小牧市の

教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方

針を定めるものとして、平成 29 年 3 月に策定しました。 

  「小牧市教育振興基本計画」は、「教育基本法」に基づき、「小牧市総合計画」の教育分野

をさらに具体化するとともに、「小牧市教育大綱」を踏まえ、中長期的かつ総合的な展望に立

って計画的に教育課題の解決を図るために、平成 29 年 3 月に策定し、令和 4 年 3 月に改

定しました。 

  計画期間はともに平成 29 年度から令和 8 年度までとします。 

 

教育大綱と教育振興基本計画の概要 

 教育大綱 教育振興基本計画 

根拠法 
地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和 31 年法律第 162 号） 
教育基本法（平成 18 年法律第 120 号） 

策定主体 
地方公共団体の長 

※総合教育会議において要協議 
地方公共団体 

範囲等 

地方公共団体の教育、学術及び文化の振

興に関する総合的な施策の大綱 

※必須 

地方公共団体における教育の振興のた

めの施策に関する基本的な計画 

※努力義務 

 

② 策定の経過 ～市民・保護者・児童生徒の声の反映～ 

  教育大綱及び教育振興基本計画の策定にあたっては、市長と小中学校の教諭及び小中学生

の児童を持つ保護者との意見交換会を開催するとともに、市民・児童生徒・保護者に対する

アンケート調査などを実施し、実際に教育現場に立つ学校教諭や保護者、児童生徒等の意見

の反映に努めました。 

  また、市長と教育委員からなる「小牧市総合教育会議」、市長を本部長とした「市政戦略本

部」や、有識者を含めた外部委員で組織する「小牧市教育振興基本計画検討会議」、庁内組織

の「小牧市教育振興基本計画調査検討委員会」などの各種検討機関での検討を経て策定しま

した。 

  教育振興基本計画の中間見直しにあたっては、有識者を含めた外部委員で組織する「小牧

市教育振興基本計画推進会議」、庁内組織の「小牧市教育振興基本計画調査検討委員会」での

協議を経て改定しました。 

資料２ 
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（２）  「小牧市教育大綱」 

 ① 基本理念と目指す人間像 
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（３）  「小牧市教育振興基本計画」 
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（４）  計画の推進体制 

 ① ＰＤＣＡサイクルによる推進 

 

 ② 評価指標の考え方 

 


